
信号機器室は新幹線全線に 29 箇所設けられ，停車場中聞の き

電用変電所とし、っしょになっている中間信号俊器室と停車場構

内にある駅信号俊器宣とがあり， いずれも床面積 100- 300m'

の鉄筋コ γ クリートまたはブロック憐jSで，機器室 ・ 電源室 ・

倉庫等に分かれている。ー信号機器窓に収容される主要機器は，

軌道回路送受信機で中間では集中範囲約 20km で 30 軌道回路，

駅では同じ く約 30- 50 軌道回路の送受信機を収容している。

このほかに中間では *信号用符号送受信機 ・ 電源設備 その他を，

駅では継電連動機 ・ 信号用符号送受信機 ・列車集中制御符号変

換検出機・ 問送受信機 ・列車数カウ γ タ ・ 列車選別蓄積官官・列車

番号受信器・ ?丘 VJ;[設備等が収挙手されている。

駅およ び中間の信号機昔号室相互間は .信号用ポ リ エチレ γ

星形アノレミ被ケーブノレで接続され，信号用符号送受信機により

集中された軌道凶路の情報伝送を行なう。駅信号機r.J室と C. T. 

C. 中央制御所開は細心の l司軸 ケープノレに よる組多重搬送電結

回線で結ばれ，司 1間信号機器室から集められた情報や，榊内継

t主連動装佐 ・ 11J 1 1ι 需号受信~等の表示情報または中央からの制

御情報伝送を C. T. C. 符 号変換検出機， C.T.C. 送受信機によ

り 行なう 。ー」列車集中制御装置。 列車番号送受信装位。

(佐野餓良)

しんごうけんさちよう 信号検査長 |昭和 3H 年の職制改

正で jlilJ定された臓で， 信 I} [互に配 1ì'Ïされる。信号検査掛を指噂

して，担当区域内の信ヲ保安設 íiii の機能の よしあしを検査する

験 ('，これらえll: í/iiの E事軟骨を行なうこともある。峨jt;IJ改正前

は，信 号保安掛と し、 う 職があって，これらの業務に従事してし、た

が，電気関係保守業務の近代化に伴L 、 検査と作業を分離して

責任体制lを明篠にする業務体制!とな っ たため， これに対応して

生まれた職である。ー」電気検査長。(疎"政雄)

しんごうげんじずひょう 信号現示図表 新幹線の信号

方式は， A. T. C. (. J"i動列車制御装置)による速度制御l式の 市

内信号である。列車は地上の軌道同路から送られるー定のパタ

ー γをもった速度を街示する {g.!.) を受信しこれに従って運転

される。

借 り現A、凶 ，!i(l R ・ 3R ・ 8R の進路の例)

_f;....別品川市.. ，品川ん，，4::コぃ『ケ刊一品?の r)-f..( '..rι

l!!l更，T.国1. ( ，良球・!I..":通時の例 〉

この.A. T. C 信号的別 11，先行rl]lj!との間隔，線路の条件

(地形 ・ 曲線・ 分岐部等によ る速度制限)，停車場内での停止お

よひ'進行信 7~により決 まる。これらの関係を凶点にして，運

転中の列車が従 う べき信号の現示的511]を表わすと便利である。

このような円的で作られた図表を信号現示図表と呼んでいる。

(佐野崎H.)

しんごうてこ 信号てこ (英) signal lever 信号機 ・入

換標識を取り鍛うために設けられたしてこ 1 である 。

初期の信号機は機械式であったため，これを倣作するには，

てこの原理により操縦力を軽減する憐造として使用していたの

でし信号てこ 1 と呼んだ。

その後電気信号機についても， 信号機を操作するために取り

しんこうてし

級うも のは，てこと称している。信号てこは信号畿の形式，運

動装置の種類に よ り異なるが，現在使用されてレるものを次の

表に示す。

信号 てこの種類 l 記 事

|第 l 種選j liJ装置 用| 信号機を動作させる方法に
機微信号て こ I 一一一一 i 

| 第 2 積連動 装 置周 | 単線式と双線式とある.

i 第 1 種電気述動装置用

| 一一一一一一一 | 中央定位， 左右回転式.
1 第 2 僚電気連動装置用 |
1 (卓上電気てこ)

電気信号て こ i第 1 種電気機連動装置用|片引き式.
I (電気機・電気てこ) I 

小形なしつまみ7であって中
継電連動 装 置用 i 央定位， 左右回転式. 進路

| 制御式の場合は多少異な る.

信号てこには定位点 ( N) と反位点 (R) を設け，定位の場合に

は信り機に停止信号をlJl.示させ，反位の場合には進行を指示す

る信号を現示させる 。 機微信号てこでは，てこの位置と信号現

示は，ワイヤーによ っ て直結されているので， 一致しているのが

普通である。これを反位にすることにより，関係転てつ器を所

定の開通方向に鎖錠して，機械信号機に進行信号を現示させる

ことになる。電気信号てこでは，これを反位にすることにより

関係転てつ器を鎖錠(電気的または機械的に)して電気信号機に

進行信号を現示させるのであるが， この場合軌道回路などの条

件により ，自動的に信号機を制御する条件が加わるのが普通で

ある。

信号てこは関係転てつ器の開通方向など，これを反位に して

はならない条件の場合には，反位にできない構造となっている。

これは定位とする場合でも同様である。しかし継電連動装置で

は，てこに機械的鎖錠を設けていないので，いつで も動かすこ

とができるが，次のよ う な方式としているので危険はなL 、。 す

なわち信号てこ を反位に取り扱うこと により，これに対応する

ー 述の継'ì'l1怒が動作し，信号機に進行信号を現示した後は， こ

れと競合する他の信号てこを反位に取り 絞っても継電lJが動作

せず，したがって， その信号機に進行信号を現示することはな

い。また進行信号により列車が進入した後は，信号てこを定位

にしても，その信号機の防護区域内の転てつ器等は列車自身に

より鎖錠されたまま諸積され，その列車が通過するまで解除さ

れることはない。

進路lj;1J御式継電通勤装置の場合には，進路(列車運転または

車両入換えを行なうため， 信号機などにより運転の安全を保証

している区域)ごとに制御を行ない， その区域内の転てつ器の

転換および競合する他の信号機などを停止にさせた後に， その

進路の発点の信号機に進行信号を現示させる方式と しているた

め ( 1 ) 進路単位のて こ (2) 進路の発点および着点 のいず

れかを取り扱うこと になるので ， L信号てこ 1の名称のものは使

用しない。 (小河原一良)

しんこうてしんごうだいようき 進行手信号代用器

代用保安方式を施行して運転する列車は，速度制御式が施行で

きないので， 1 停車場聞を 1 列車に専有させ，列車運転の安全

を確保しなければな らない。こ のため.列車検知装置を設け，

列市検知|邑間に列車のなし、ときは，信号扱所に設けられた*開

通確芯燈を点燈させることとしている。さらに列車の出発進路

の始端から，自停車場の列車検知装置までに列車のないときは，

出発進路に設けられた地上信号機に進行信号を現示することに

よって，その区間の開通していることを確認することとしてい

る。すなわち， 列車の出発進路の始端から相手停車場までの開

通は， 信号按所の開通確認の点燈と，出発進路に設けられた地
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